
9 款 5 項 2目 第 4章 明日へつながるまちづくり 

【会計】一般会計 基本施策 5 歴史・文化資産の保全・活用 

9 款：教育費 5 項：社会教育費 2 目：文化財保護費 施策 3 歴史的建造物を保全・整備します 

事業 18 武家屋敷保存整備事業 

担当所属 文化課 

【予算額・決算額】（円） 

予算額 決算額 
（財源内訳） 

一般財源 国支出金 県支出金 地方債 その他特財 

10,544,000 8,176,680 4,520,680 0 3,656,000 0 0 

【決算額の節別内訳】（円） 

11 需用費 378,000 13 委託料 1,080,000 

15 工事請負費 6,718,680    

【実施計画の概要】 

事業の内容 

・県指定文化財の旧河原家住宅を含む佐倉武家屋敷 3 棟の現況を把握し、長期的な視野

を持って計画的な整備を実施します。 
・経常的な修繕で賄いきれない大規模な修理や防災設備の整備などを検討し、文化財の

価値や安全性を向上させます。 

事業の目的 
・文化財の価値や安全性を維持向上させ、市民や観光客等に向け、佐倉の歴史文化の理

解促進を図ります。 

事業の効果 
・郷土の歴史文化に誇りを持てる人が増加することが期待できます。 
・佐倉を訪れたい人が増加します。 

 

【事業の概要】 

・駐車場改修工事（舗装･転落防止柵･防犯照明･障害者優先枠等）を行いました。 

・北側斜面高木伐採 1 本･剪定 2 本を行いました。 

・旧但馬家住宅の屋根修繕（差茅）を行いました。 

・旧河原家住宅の建仁寺垣の修繕を行いました。 

・旧武居家住宅について国登録有形文化財の官報告示（平成 28 年 8 月 1 日）がありました。 

 

【活動指標・成果指標】 

指標名 平成 28 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

修理整備件数 4 件 3 件 0 件 

入館者数 22,613 人 22,622 人 19,753 人 

 

 


